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◇
特
許
法
第
二
四
条
で
準
用

【
民
事
訴
訟
法
】

（
訴
訟
手
続
の
中
断
及
び
受
継
）

第
一
二
四
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
き
は
、
訴
訟
手
続
は
、
中
断
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
者
は
、
訴
訟
手
続
を
受
け
継

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

当
事
者
の
死
亡　

相
続
人
、
相
続
財
産

管
理
人
そ
の
他
法
令
に
よ
り
訴
訟
を
続
行

す
べ
き
者

　

二　

当
事
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
に
よ
る
消

滅　

合
併
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
又

は
合
併
後
存
続
す
る
法
人

　

三　

当
事
者
の
訴
訟
能
力
の
喪
失
又
は
法
定

代
理
人
の
死
亡
若
し
く
は
代
理
権
の
消
滅

　

法
定
代
理
人
又
は
訴
訟
能
力
を
有
す
る

に
至
っ
た
当
事
者

　

四　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
信

託
に
関
す
る
任
務
の
終
了　

当
該
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
定
め
る
者

　
　

イ　

当
事
者
で
あ
る
受
託
者　

新
た
な
受

託
者
又
は
信
託
財
産
管
理
者
若
し
く

は
信
託
財
産
法
人
管
理
人

　
　

ロ　

当
事
者
で
あ
る
信
託
財
産
管
理
者
又

は
信
託
財
産
法
人
管
理
人　

新
た
な

受
託
者
又
は
新
た
な
信
託
財
産
管
理

者
若
し
く
は
新
た
な
信
託
財
産
法
人

管
理
人

　
　

ハ　

当
事
者
で
あ
る
信
託
管
理
人　

受
益

者
又
は
新
た
な
信
託
管
理
人

　

五　

一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
で
自
己
の
名

で
他
人
の
た
め
に
訴
訟
の
当
事
者
と
な
る

も
の
の
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
資
格

の
喪
失　

同
一
の
資
格
を
有
す
る
者

２　

前
項
の
規
定
は
、
訴
訟
代
理
人
が
あ
る
間

は
、
適
用
し
な
い
。

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
も
、
相
続
人
は
、
相
続
の
放

棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
間
は
、
訴
訟
手

続
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。

４　

第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
合
併
を
も
っ

て
相
手
方
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

５　

第
一
項
第
三
号
の
法
定
代
理
人
が
保
佐

人
又
は
補
助
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
に
は
、

適
用
し
な
い
。

　

一　

被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
が
訴
訟
行
為

を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
保
佐
人
又
は
補
助

人
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
き
。

　

二　

被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
が
前
号
に
規

定
す
る
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
同
意
を
得
て
い
る
と
き
。

（
相
手
方
に
よ
る
受
継
の
申
立
て
）

第
一
二
六
条　

訴
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て

は
、
相
手
方
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
継
の
通
知
）

第
一
二
七
条　

訴
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
相
手
方

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
継
に
つ
い
て
の
裁
判
）

第
一
二
八
条　

訴
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
職
権
で
調

査
し
、
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決

定
で
、
そ
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
裁
判
所
の
職
務
執
行
不
能
に
よ
る
中
止
）

第
一
三
〇
条　

天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て

裁
判
所
が
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
訴
訟
手
続
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
す

る
ま
で
中
止
す
る
。

（
当
事
者
の
故
障
に
よ
る
中
止
）

第
一
三
一
条　

当
事
者
が
不
定
期
間
の
故
障
に

よ
り
訴
訟
手
続
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
そ

の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
中
断
及
び
中
止
の
効
果
）

第
一
三
二
条　

２　

訴
訟
手
続
の
中
断
又
は
中
止
が
あ
っ
た
と

き
は
、
期
間
は
、
進
行
を
停
止
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
訟
手
続
の
受
継

の
通
知
又
は
そ
の
続
行
の
時
か
ら
、
新
た

に
全
期
間
の
進
行
を
始
め
る
。


